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はなみずき高齢者在宅サービスセンター要求水準書 

 

１ 基本事項 

  本施設は、墨田区特別養護老人ホームはなみずきホームと同一施設内にあり、特別養護老人

ホームと高齢者在宅サービスセンターの両施設を同一法人が運営することが望ましい施設で

あるため、両施設の管理運営の指定を同一法人に行う。しかし、施設の種類が異なるため、特

別養護老人ホームに対する提案と混同しないように配慮し、提案書を作成すること。 

 

２ 基本方針  

⑴ 心身の機能が低下している状態で家にひきこもりがちな高齢者等に、定期的な外出の機 

会を提供し、他者とのさまざまな交流を通して、楽しみや生きがいを持ち、心身機能の維持、 

向上を目指し、より自立した生活を営めるよう援助すること。 

⑵ 高齢者とその家族等が、地域社会の中で末永く生活できるよう、それぞれの心身状況に 

応じた、機能の維持・向上に努め、あわせて家族等の介護負担の軽減を図る。援助に当たっ

ては、個々人の意思や個性を尊重して、より高い水準のサービスを提供するように努める。 

⑶ 機能訓練を特に必要とする方については、住み慣れた地域で生き生きとした生活を送る 

ために、心身機能の維持、改善又は悪化予防等について、専門的立場から助言・援助し、専

門の訓練を行う。 

 

３ 事業内容 

⑴ 事業内容 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）（以下「法」という。）第８条第７項に規定する

通所介護に関すること 

イ 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護に関すること 

ウ 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事

業」という。)に関すること 

エ 法第８条の２第１３項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に関すること 

オ ボランティア活動の奨励及び援助に関すること 

カ 介護相談及び介護者の研修に関すること 

キ 前ア～カに掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

⑵ 定員（参考値） 

ア 通所介護、介護予防通所介護※ 

６～８時間１単位４０名（送迎・食事・入浴・機能訓練含む。） 

イ 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

６～８時間１単位１２名（送迎・食事・入浴・機能訓練含む。） 

ウ 総合事業 

  墨田区長が定める総合事業の基準等による。 



 

2 

 

※ 運営に当たっては、厚生労働大臣が定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）及び指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生省令第３５号）

等の関係法令を遵守すること。 

※ 上記事業内容に合わせて、東京都及び本区の事業認可（変更）申請等をすること。 

⑶ 介護保険対象サービス 

ア 送迎サービス 

    ドア・ツー・ドアを基本として、車両による送迎を行うこと。 

イ 生活相談・指導 

通所介護の入所、退所の調整を個々の高齢者ニーズに合わせて行うこと。 

ウ 趣味・生きがい活動 

    利用者の個々のニーズに合わせるメニューと、集団で行うメニューを兼ね合わせて趣

味・生きがい活動を実施すること。お花見、運動会、忘年会などの行事を実施すること。 

エ 健康チェック・健康増進 

利用前に健康チェックを行い、利用者の健康状態を把握し、安全なサービスの提供に努 

めること。 

また、感染症予防のため利用者に対し、検温等により利用者の健康管理に努めること。 

オ 入浴サービス 

利用者のニーズに対応するために、入浴サービスを実施すること。 

カ 機能訓練 

   看護師による体操等を実施すること。 

 キ 食事サービス 

   利用者の嚥下や栄養状態に応じた食事を提供すること。毎年１回以上、利用者に対して、

食事内容に関する調査を行い、看護師による食事指導を実施すること。 

ク 口腔機能向上 

看護師による指導を実施すること。 

⑷ 総合事業 

 ア 通所型サービス 

(ア) 従前相当通所型サービス 

     法第１１５条の４５の３第１項の規定により、指定事業者が行う介護予防通所介護

相当サービス（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するサービ

スをいう。）と認められる機能訓練、集いの場の提供等を実施すること。 

(イ) 通所型サービスＡ 

     法第１１５条の４５の３第１項の規定により、指定事業者が行う通所型サービス

（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスを除く。）

と認められる機能訓練、集いの場の提供等を実施すること。 
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 ⑸ 生活支援体制整備事業 

   担当圏域の高齢者支援総合センターと連携し、住民主体の活動の支援を実施すること。 

  

４ 区内の通所介護事業所のネットワーク化の推進及び運営の協力に関すること 

  区立の在宅サービスセンターの一つとして、墨田区うめわか高齢者在宅サービスセンター

が中心として行う通所事業所連絡会の推進及び運営の一部を担うこと。 

 

５ 施設整備 

  高齢者の利用する施設ということを配慮した施設の運営・整備に努めること。なお、施設整

備については、区と十分な協議を行うこと。 

 

６ プライバシー保護と権利擁護 

⑴ 利用者のプライバシーに配慮するよう明文化し、徹底を図ること。 

⑵ 利用者及び家族等からの要望に応じて成年後見制度等を利用し、利用者の権利擁護 

に努めること。 

⑶ 退職後も業務上知り得た秘密を保持することを明文化して徹底すること。 

 

７ 家族・地域との交流 

  家族会の開催や、ボランティアや研修生等の受け入れ、リハビリＯＢ会への支援などを通じ

て、家族への理解と地域との交流を進めること。 

 

８ 各種会議 

  事業運営に関する事項については、効率的な運営はもとより、関係機関と緊密に連携し、業

務の円滑な運営を図ること（職員会議、ケース会議、関係機関連絡会議等）。 

 

９ 利用者の移転（指定要項第４章） 

   施設利用者の移転に必要な対応を区及び関係者と協力して行うこと。なお、業務の詳細及

び移転に伴う経費は、区と別途協議することする。 

 

１０ 研修 

  職員の資質向上、介護技術水準の改善・向上を目標に、職員人材育成計画を作成すること。

また、所内ＯＪＴを適切に実施し、各種研修会・講演会等に参加すること。 

  特に、認知症に伴う徘徊者の安全確保等について、当該施設の従業員（第三者委託従事者、

実習生等を含む。）を対象に、職員研修等を通じ、徹底を図ること。 

 

１１ 苦情・要望対応 

⑴ 苦情・要望（以下「苦情等」という。）に関して窓口等を設けること。また、受けた苦情

等の内容等について記録するとともに、必要に応じ区や関係機関に情報提供すること。また、
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区から要求を受けた場合は、提出できるよう備えておくこと。 

⑵ 苦情等の対応体制について明文化し利用者や家族等に周知すること。また、意見箱の設置

等の伝えやすい環境づくりを確保すること。 

⑶ 利用者懇談会を開催し、苦情等について聴取すること。 

⑷ 苦情等の記録については、必要に応じて掲示等により公開すること。 

 

１２ 事故防止 

⑴ 事故防止マニュアルを作成し、それを徹底させるとともに、事故防止のための研修等を実

施すること。 

⑵ 事故が発生した場合等には、対応するとともに直ちに区に報告すること。 

 

１３ 防災対策・感染症対策 

⑴ 消防計画、災害対応マニュアル、水害対応マニュアル及びＢＣＰを策定すること。 

⑵ 防災訓練を実施し、職員と利用者の避難動作・初期対応動作活動の習熟に努めること。 

⑶ 感染症の流行する時期において、消毒の徹底やマスク等の適切な衛生対策に努めること。 

なお、罹患の可能性のある利用者がいる場合には、適切な対応をとるとともに、家族にも説 

明し、理解を得るように努めること。 

⑷ 感染症に関するマニュアルを作成し、職員に徹底すること。また、発生時においては、区

や関係機関に迅速に報告すること 

※ 新型コロナウイルス感染症等を踏まえ、職員で発症した場合や利用者で発症した場合等 

可能な限り具体的な内容にすること。 

 

１４ モニタリング 

⑴ 施設内に自己評価委員会を設けて、介護サービスの点検・評価を実施し、より良いサービ

ス提供のため改善・見直しを行うこと。 

⑵ 毎年度１回以上、利用者アンケートを実施すること。 

⑶ 区又は区の委託業者が行う福祉サービス第三者評価に協力すること。 

 

１５ 職員体制 

法令を遵守し、事業に必要な人員を配置すること。なお、東京都認知症介護研修のうち、

認知症介護実践者研修や認知症介護実践リーダー研修及びそれに類する研修の受講者を必

置とすること。 

※ 介護保険法上の最低基準を満たすこと。 

 

１６ 事業計画・事業報告 

 ⑴ 毎年度、事業計画書及び歳入歳出予算書を区に提出すること。 

 ⑵ 毎月指定業務終了後、指定業務の実施状況等に関する事項を記載して区に提出すること。 

 ⑶ 毎年度の指定業務終了後、事業実績報告書及び歳入歳出決算書を区に提出すること。 



 

5 

 

１７ その他 

   指定要項第４章における施設の廃止、今後の施設の利用方法の検討に対し、、必要に応じ

区及び関係者に対し必要な協力や助言を行うこと。なお、当該業務に費用を要する場合は、

区と別途協議の上決定する。 


